
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

坂井市地域防災計画 

第４編 石油類大量流出災害対策編 
 

新旧対照表（案） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 1 章 1 第１章 総則 

第１節 計画の方針 （中略） 

 

第１章 総則 

第１節 計画の方針 （中略） 

 

第 1 章 2 第２節 福井県の海域の状況 

１ 概況 

（中略） 

当海域の沿岸には、主要港（特定港）として、福井港、敦賀港（福井県）、宮津港、舞鶴港

（京都府）、境港（鳥取県）、浜田港（島根県）の計 6 港が存在する（追加）。 

 

（中略） 

２～９ （中略） 

 

第２節 福井県の海域の状況 

１ 概況 

（中略） 

当海域の沿岸には、主要港（特定港）として、福井港、敦賀港（福井県）、宮津港、舞鶴港

（京都府）、境港（鳥取県）、浜田港（島根県）の計 6 港が存在し、このうち敦賀港（福井県）、

舞鶴港（京都府）、境港（鳥取県）、浜田港（島根県）が重要港湾に指定されている。 

（中略） 

２～９ （中略） 

 

第 1 章 3～ 

4 

第３節、第４節 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節、第４節 （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 2 章 1～ 

3 

第２章 災害予防計画 

第１節～第３節 （中略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節～第３節 （中略） 

 

第 2 章 4 第４節 「沿岸部での除去」の充実強化 

第１～第４ （中略） 

第５ 沿岸部での除去に係る訓練の実施並びに訓練結果の評価を踏まえた体制の充実 

沿岸部での除去活動には、空中から流出油を監視する機関（県、県警察本部、近畿地方整備

局等）、油を監視・除去する機関（市、嶺北消防本部（変更）、各漁業協同組合、地元住民、陸

上自衛隊、坂井西警察署、ボランティア、北陸地方整備局や電力事業者などの管轄（管理）区

域を持つ機関等）、作業者の安全・健康の保持を支援する機関（県、県医師会、坂井地区医師会

等）、情報伝達を支援する機関（ＮＴＴ等）等、多数の機関が当たることから、これらの機関相

互の連携が的確になされるよう、県は沿岸部での除去に係る防災訓練（図上訓練を含む。）を定

期的に実施し、市をはじめとする防災関係機関はその実施に積極的に参加する。 

（中略） 

 

第６ 沿岸部での除去マップの作成 

沿岸部での除去は、市が嶺北消防本部（変更）、各漁業協同組合等と共同で実施するほか、北

陸地方整備局、近畿地方整備局、県又は各電力事業者が管轄(管理)している区域については

各々の機関が直接行うことから、それぞれの機関の活動エリアを地図（マップ）に落とし、更

に海域の自然的・社会的・経済的諸情報とリンクさせて整理しておくことは、沿岸部での除去

方針を決定・更新していく上で有効である。 （中略） 

 

第７ 沿岸部の流出油監視マニュアルの整備及び研修の実施 

沿岸部での除去方針を的確に決定・更新していくためには、流出油の状況を把握するための

監視活動が極めて重要となる。市、嶺北消防本部（変更）及び各漁業協同組合は、県の作成す

る「沿岸の流出油監視マニュアル」について、監視活動に携わる職員に対し周知徹底を図る。 

 

 

第８～第 11 （中略） 

 

第４節 「沿岸部での除去」の充実強化 

第１～第４ （中略） 

第５ 沿岸部での除去に係る訓練の実施並びに訓練結果の評価を踏まえた体制の充実 

沿岸部での除去活動には、空中から流出油を監視する機関（県、県警察本部、近畿地方整備

局等）、油を監視・除去する機関（市、嶺北消防組合、各漁業協同組合、地元住民、陸上自衛隊、

坂井西警察署、ボランティア、北陸地方整備局や電力事業者などの管轄（管理）区域を持つ機

関等）、作業者の安全・健康の保持を支援する機関（県、県医師会、坂井地区医師会等）、情報

伝達を支援する機関（ＮＴＴ等）等、多数の機関が当たることから、これらの機関相互の連携

が的確になされるよう、県は沿岸部での除去に係る防災訓練（図上訓練を含む。）を定期的に実

施し、市をはじめとする防災関係機関はその実施に積極的に参加する。 

 

（中略） 

 

第６ 沿岸部での除去マップの作成 

沿岸部での除去は、市が嶺北消防組合、各漁業協同組合等と共同で実施するほか、北陸地方

整備局、近畿地方整備局、県又は各電力事業者が管轄(管理)している区域については各々の機

関が直接行うことから、それぞれの機関の活動エリアを地図（マップ）に落とし、更に海域の

自然的・社会的・経済的諸情報とリンクさせて整理しておくことは、沿岸部での除去方針を決

定・更新していく上で有効である。 （中略） 

 

第７ 沿岸部の流出油監視マニュアルの整備及び研修の実施 

沿岸部での除去方針を的確に決定・更新していくためには、流出油の状況を把握するための

監視活動が極めて重要となる。市、嶺北消防組合及び各漁業協同組合は、県の作成する「沿岸

の流出油監視マニュアル」について、監視活動に携わる職員に対し周知徹底を図る。 

 

第８～第 11 （中略） 

 

第 2 章 5～ 

7 

第５節～第７節 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節～第７節 （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 1 第３章 災害応急対策計画 

第１節 対応の基本的な考え方 

第１、第２ （中略） 

 

第３ 防除区域の分担 

(1)～(4) （中略） 

◆対応のイメージ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 対応の基本的な考え方 

第１、第２ （中略） 

 

第３ 防除区域の分担 

(1)～(4) （中略） 

◆対応のイメージ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 2 第２節 （中略） 

 

第２節 （中略） 

 

第 3 章 
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第３節 各活動プロセスにおける対応 

第１ 覚知 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 各活動プロセスにおける対応 

第１ 覚知 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆油流出発生情報伝達系統図◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆油流出発生情報伝達系統図◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 
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第３ 市の体制 

１ 職員の配備体制の基準 

種別 配備基準 配備要員 配備内容 

注意体制 

① 県危機対策・

防災課（変更）

から油流出発生

情報の伝達を受

けたとき。 

本庁 ：安全対策課（変

更） 

① 防災担当職員（変

更）による情報連絡

活動が円滑に行い得

る体制 

(待機体制：自宅待機

を含む。) 

支所 ：各支所（変更） 

（担当職員） 

警戒体制 （中略） 

本庁 ：安全対策課 

：農業振興課 

：林業水産振興

課 

：建設部 

① 防災関係課等（変

更）の職員による情

報連絡及び災害応急

対策を実施する体制 

支所 ：各支所 

：建設部 

（課長・担当職員） 

必要に応じ関係課（変更） 

非常配備 

（災害対策

本部設置） 

（中略） 

課長補佐以上 

（必要に応じて全職員）

（変更） 

（中略） 

（注） 

１．各部局長等は必要と認める範囲内において総務部長（変更）と協議の上、動員数を適宜

増減することができる。 

２．（中略） 

 

２ 職員の動員 

市は、災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、（追加）職員を非常招集する。 

 

(1) 配備体制の決定等 

県危機対策・防災課（変更）からの油流出発生情報の伝達を受けたときは、総務部長（変

更）が市長の命を受け配備体制をとる。 

(2)、(3) （中略） 

３ 伝達経路及び方法 

（中略） 

(1) （中略） 

 

第３ 市の体制 

１ 職員の配備体制の基準 

種別 配備基準 配備要員 配備内容 

注意体制 

① 県危機管理課

から油流出発生情

報の伝達を受けた

とき。 

本庁 ：危機管理対策課 ① 担当職員による情

報連絡活動が円滑に

行い得る体制 

(待機体制：自宅待機

を含む。) 

支所 ：三国支所 

（担当職員） 

警戒体制 （中略） 
注意体制に加え、 

必要に応じ関係各課 

① 関係各課等の職員

による情報連絡及び

災害応急対策を実施

する体制 

非常配備 

（災害対策

本部設置） 

（中略） 全職員 （中略） 

 

 

 

 

 

 

（注） 

１．各部局長等は必要と認める範囲内において危機対策監と協議の上、動員数を適宜増減す

ることができる。 

２．（中略） 

 

２ 職員の動員 

市は、災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、災害の状況に応じて職員を非常

招集する。 

(1) 配備体制の決定等 

危機管理課からの油流出発生情報の伝達を受けたときは、危機対策監が市長の命を受け

配備体制をとる。 

(2)、(3) （中略） 

３ 伝達経路及び方法 

（中略） 

(1) （中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 伝達系統 

（中略） 

◆本庁職員への伝達方法◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

時間外において宿日直者は、安全対策課及び建設部の担当へ連絡する。その他関係部署へ

の連絡は安全対策課から行う。（削除） 

 

◆支所職員への伝達方法◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 伝達系統 

（中略） 

◆本庁職員への伝達方法◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時間外において宿日直者は、危機管理対策課及び建設部の担当へ連絡する。その他関係

部署への連絡は危機管理対策課から行う。 

 

◆支所職員への伝達方法◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害対策本部 

（中略） 

(1)、(2) （中略） 

(3) 災害対策本部の設置及び廃止の公表 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 災害対策本部の組織及び運営 

（中略） 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

総務部 総務部長 福祉生活部（変更） 健康福祉部長 

 議会事務局長  生活環境部長 

 会計管理者 産業建設部（変更） 産業政策部長 

 総合政策部長  建設部長 

財務部 財務部長 教育部 教育部長 

 財務部技監（削
除） 

医療部 三国病院事務局長 

 

５ 現地災害対策本部 

（中略） 

(1) （中略） 

(2) 設置場所 

各支所（変更）又は担当区域内の安全な場所とする。 

(3) （中略） 

６ 権限委譲措置 

（中略） 

第 1 順位 副市長 （変更） 

第 2 順位 総務部長 （変更） 

第 3 順位 建設部長 （変更） 

 

 

 

 

４ 災害対策本部 

（中略） 

(1)、(2) （中略） 

(3) 災害対策本部の設置及び廃止の公表 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 災害対策本部の組織及び運営 

（中略） 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

総務部 総務部長 健康福祉部 健康福祉部長 

 議会事務局長 生活環境部 生活環境部長 

 会計管理者 産業政策部 産業政策部長 

 総合政策部長 建設部 建設部長 

財務部 財務部長 教育部 教育部長 

 財務部技監 医療部 三国病院事務局長 

 

 

５ 現地災害対策本部 

（中略） 

(1) （中略） 

(2) 設置場所 

三国支所又は担当区域内の安全な場所とする。 

(3) （中略） 

６ 権限委譲措置 

（中略） 

第 1 順位 危機対策監 

第 2 順位 副市長 

第 3 順位 総務部長 
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章 節 旧（R4.03） 新（R8.03） 

第 3 章 3 第４ 沿岸部での除去 

（中略） 

１ 市での活動 

市では、沿岸除去方針を踏まえ、嶺北消防本部（変更）、坂井西警察署、各漁業協同組合、

地元住民代表、ボランティアセンター、自衛隊の災害派遣部隊等と共同で以下の活動を展開

する。 

(1)～(4) （中略） 

２ （中略） 

 

第５、第６ （中略） 

 

第４ 沿岸部での除去 

（中略） 

１ 市での活動 

市では、沿岸除去方針を踏まえ、嶺北消防組合、坂井西警察署、各漁業協同組合、地元住

民代表、ボランティアセンター、自衛隊の災害派遣部隊等と共同で以下の活動を展開する。 

 

(1)～(4) （中略） 

２ （中略） 

 

第５、第６ （中略） 

 

第 3 章 4 第４節 （中略） 

 

 

 

第４節 （中略） 

 

 

 

第 4 章 1～ 

4 

第４章 災害復旧・復興計画 

第１節～第４節 （中略） 

 

 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

第１節～第４節 （中略） 

 

 

 

  【 その他、全体を通じた部署名、用語等の更新 】 

 

・部署名 

1. 安全対策課（変更） 

2. まちづくり推進課（変更） 

3. 嶺北消防本部（変更） 

4.（追加） 

5.（追加） 

 

【 その他、全体を通じた部署名、用語等の更新 】 

 

・部署名 

1. 危機管理対策課 

2. 市民協働課 

3. 嶺北消防組合 

4. 移住定住推進課 

5. 結婚応援課 

 

 


